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独立行政法人住宅金融支援機構契約監視委員会（第１回）
審 議 概 要

開催日及び場所 平成22年10月27日(水) 住宅金融支援機構本店14階会議室

委員長代理 内山隆太郎（東京共同会計事務所 公認会計士）

委員 楠 茂 樹（上智大学法学部准教授）

中村 里佳（さくら綜合事務所 公認会計士）

岩也千賀彦（監事）

石塚 雅範（監事）

※オブザーバー

(以上、敬称略) 高鍋誠治（国土交通省住宅局総務課民間事業支援調整室

課長補佐）

審議対象 １ 「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平

成21年11月17日閣議決定）における４

・平成22年４月から６月までに締結した競争性のない随意

契約及び一者応札・一者応募となった契約

２ 機構独自の議案

・平成21年度契約で契約方法が「一般競争入札（総合評価

落札方式）、企画競争、公募」による契約

※平成21年度第５回契約監視委員会で未審議となったも

のの一部

審議概要 ○事務局より定足数の確認が行われた。

○担当部署より「平成21年度の契約実績」の説明が行われた。

○平成22年４月から６月までに締結した競争性のない随意契約

及び一者応札・一者応募となった契約について、全ての契約

の内容及び改善策等を記載した個別シートを作成し内容説明

が行われた。

○平成21年度契約で契約方法が「一般競争入札（総合評価落札

方式）、企画競争、公募」の案件について、契約の内容を記

載した個別シートにより説明が行われた。

○あらかじめ各委員を事前訪問し、上記審議対象案件全ての契

約の内容を記載した個別シートにより説明を実施。その中か

ら事前に委員の指摘があった契約を個別事案として重点的に

説明が行われた。

○上記審議対象案件について、次のとおり意見・質問があり、

それに対する回答が行われた。

○審議対象案件は、競争性のない随意契約の１件（No.11）を

除き、随意契約理由、改善方策等について了承された。

○事務局より「契約監視委員会の運営に関する合意事項」につ

いて内部規定を改正した旨説明が行われた。

●平成22年４月から６月の契約に関する質疑応答

意見・質問 回答
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（競争性のない随意契約）

・緊急を理由とするシステムメンテナ ・フラット35の融資率上限引上げ等の

ンス契約（平成21年度契約分、22年 制度変更を速やかに行う必要があり、

度は該当なし） そのためには当該制度を扱うシステ

緊急経済対策に関して必要というこ ムを緊急に変更する必要があったた

とだが、必要性はどのようなことか。 め。

・昨今のコンピューター関係では、サ ・当機構でもシステムをサーバー化す

ーバーを外部に置くなどコストを下 るなどによるシステム関係経費の削

げる方策を新聞等で見受けるが、機 減を行っている。次回委員会におい

構は検討しているのか。 てシステム関係のコストカットの状

況等を説明する。

・借上宿舎契約（No.29他） ・機構が保有する職員用宿舎で不足す

会社が職員用に宿舎を借上げる場合、 る分を借上げている。借上げする宿

具体的にどういう人を対象としてい 舎の規模等は保有する宿舎と同等程

るのか。 度としている。

・立命館大学への研修契約（No.６） ・研修参加予定人数と１人当たり単価

落札率17％であるが、予定価格はど で積算したが、実際の契約時点で研

のように積算したのか。 修参加者が減少したことによる。

・落札率が100％という契約があるが、 ・競争性のない随意契約は、後納郵便

どういうことか。 のように単価が決まっているものが

多いため、想定と実際の契約金額が

同じになる。

・証券化支援業務に係る税務アドバイ ・整理して次回の委員会時に説明する。

ス契約（No.11）

他の契約と比べると同一先と随意契

約する理由が劣る。価格だけで契約

先を選定するのにはなじまないと思

うが、複数者と契約する方法も含め

現在の契約方法を見直すべきではな

いか。

（一者応札・一者応募となった契約）

・経営幹部（部室長クラス）向け派遣

研修（No.５）

落札率が49％となった要因は何か。 ・予定価格は１人当たり単価を100万円

として算出したが、契約先となる最

適な提案者の単価が約半額であった

ためである。

価格が半分となったことの合理性は ・あることを確認している。

あるのか。

・資料３－２において、落札率が80％ ・物の購入であれば、調達用品の通常

台の契約は、より競争性を導入して 価格を調べて予定価格を積算する。

いった結果、費用が削減されたとい 入札で価格競争が働き、予定価格よ

うことか。 り低い価格での契約となった。
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（個別審議事項：競争性のない随意契

約）

金融情報サービスの利用契約（No.８他）

・これだけ大きな機構組織からすれば ・そのとおりである。ただし、経費削

現在の端末機の台数は異常とは思わ 減の観点から、23年度には一部サー

ない。各主要なセクションに１台づ ビスに係る台数を４から３に減らす。

つ、計４台程度は必要ということか。 台数が必要最小限かは、随時、チェ

ックしている。

（個別審議事項：一者応札・一者応募

となった契約）

Ｗｅｂによる事務用品及びプリンタト

ナー等の調達（No.２）

・分離発注はいい案と思う。 （特になし）

●機構独自の審議事項に関する質疑応答

意見・質問 回答

契約方法が「一般競争入札（総合評価）、

企画競争、公募」による契約の概要

(1) 電子入札ＡＳＰサービス業務（総

合評価落札方式）

・入札参加要件で、コンソーシアムの ・正会員であれば５点の加算点を与え、

正会員又は賛助会員であるとしてい 賛助会員であれば加算点無しの０点

るので会員であることは必須である としている。

が、提案書評価項目No.１で会員区分

により加算点がつく５点と０点とは

どのような取扱いか。

・価格点と技術点の評価割合は。 ・価格点の割合を、情報システム業務

は２分の１以上、調査広報業務は３

分の１以上、研究開発業務は４分の

１以上としている。

・落札者の入札価格が低価格入札基準 ・契約金額の主なものは、導入一時費

を下回っている。予定価格との差の 用、システム利用料、ヘルプデスク

要因は何か。 利用料。このうち、ヘルプデスク利

用料は、事前の事業者ヒアリングで

は利用者共通の定価とのことで、そ

れを前提に価格の積算をした。入札

では、当機構の電子入札の利用予定

件数が少ないため、システムの利用

者（事業者）等からの照会電話も少

ないと判断し、通常の月額単価より

かなり低い価格での入札となったよ

うである。

(2) 社内情報共有システム（Withシス

テム）の構築等業務（総合評価落札

方式）
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・価格点約400に対し技術点約8,000と ・価格点技術点とも得点配分は10,000点

あり、技術点の加点が多い理由は何 あるが、価格点は入札価格が予定価

か。 格に近い金額であったため、低い点

数となった。価格点は、総合評価基

準書のとおり入札金額に対する得点

配分（10,000点）×（１－入札価格

／予定価格）で算出するので、入札

価格と予定価格が同額であれば「入

札価格／予定価格」が「１」となり、

「１－１＝０」で価格点が付かない

結果となる。

・技術の基礎点が6,400点もあるのは公 ・基礎点が6,400点なので、必須とする

平でないように思うが。 基礎的要件を満たした参加者は、

10,000点との差である3,600点の範囲

で技術の競争となる。一方、入札価

格は予定価格の６～10割が大半なの

で、4,000点の範囲で価格の競争とな

り、価格と技術はほぼ１対１となる。

(3)引受並びに募集取扱契約（機構ＭＢ

Ｓ、機構ＳＢ（企画競争））

・引受しても、万々一、売れ残りが続 ・当然、マーケットの状況と発行金額

けば、当然、そのリスクから引受手 等にもよるが、ＭＢＳは、希少価値

数料が高くなってしまう。安定的に もあり現状は発行額に対して倍近く

消化されていれば手数料は更に引下 の需要がある状況。ＳＢは発行金額

げ等もあるかもしれないが、その辺 が多くないので順調に消化されてい

はどのような状況にあるのか。 る。ＭＢＳは発行額が増加している

ことから投資家のセンチメントを非

常に注意深く見ている。

(4)研修業務の委託（企画競争）

・研修のカリキュラムに戦略分野から ・セグメントも一つの方法だが、日常

財務分野まで複合的に入っていると、 業務の中で研修の機会をどの程度設

横断的にカバーしている事業者しか 定できるかという問題もあり、現在

対応できず、結果、契約が集中して は、ある程度網羅して成果になるよ

しまう。ディスカウントが利かなく う受注者に依頼している。

なる等の問題はあるが、参入事業者 なお、企画競争の結果ではあるが、

を増やすという点では研修の中身を これまでとは異なる契約先との研修

セグメントに分けることもあるので も行っている。

はないか。

・各種研修をまとめて行うと１者応札

となる。一方、ばらして調達すれば

いいというわけでもない。各社の価

格にも差があり見極めが難しい。

どういう研修であればどこの会社が

どのような内容、価格なのか、評価

に必要な情報を調べることがまず第

一歩と思う。


